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【議案第１号】令和６年度宮崎県一般会計補正予算（第１号）

【単位：千円】
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○ 歳出予算課別集計表（教育委員会）



令和６年度６月補正歳出予算説明資料（目別総括表）　　高校教育課
（単位：千円）

国庫支出金 その他特定 一般財源

高校教育課　計 3,677,314 63,154 63,154 0 0 3,740,468 3,664,579 3,261,671 

  一般会計 3,677,314 63,154 63,154 0 0 3,740,468 3,664,579 3,261,671 

　（款）教育費 3,677,314 63,154 63,154 0 0 3,740,468 3,664,579 3,261,671 

　（項）教育総務費 3,574,740 49,566 49,566 0 0 3,624,306 3,533,172 3,127,474 

　　（目）事務局費 2,904,898 26,480 26,480 0 0 2,931,378 2,980,649 2,459,720 

　　（目）教育指導費 669,842 23,086 23,086 0 0 692,928 552,523 667,754 

　（項）高等学校費 99,640 13,588 13,588 0 0 113,228 126,873 129,663 

　　（目）高等学校総務費 17,891 0 0 0 0 17,891 35,042 34,771 

　　（目）教育振興費 71,313 13,588 13,588 0 0 84,901 80,995 84,505 

　　（目）通信教育費 10,436 0 0 0 0 10,436 10,836 10,387 

　（項）社会教育費 2,934 0 0 0 0 2,934 4,534 4,534 

　　（目）芸術文化振興費 2,934 0 0 0 0 2,934 4,534 4,534 

区分

令和６年度 令和５年度

当初予算額 最終予算額補正前の額 補正額
財源内訳

補正後の額



令和６年度６月補正歳出予算説明資料　【一般会計（事項別）】　　高校教育課
（単位：千円）

目 事項
補正額 事項名 補正前の額 補正額 説明及び事業名 補正後の額

事務局費 26,480 一般運営費（教育庁共通） 105,551 26,480 教育庁共通事務に要する経費【物価高騰対策に伴う補正】 132,031
１　県立学校給食等緊急支援事業　（国定額） 26,480 

教育指導費 23,086 学力向上推進費 415,564 23,086 学力向上の事業に要する経費【国庫補助決定等に伴う補正】 438,650
１　ひなたＤＸハイスクール事業　（国１０／１０） 10,000 

[新] ２　「ひなたの学び」ハイスクール・ネットワーク構築事業
　　（国１０／１０）

6,826 

３　高校生グローバル・イノベーター育成支援事業
　　（国１０／１０）

6,260 

教育振興費 13,588 産業教育振興費 7,072 13,588 産業教育振興に要する経費【国庫補助決定等に伴う補正】 20,660
[新] １　高校生有機農業実践事業　（国１０／１０） 6,088 
[新] ２　持続的な食料システムを担う次世代リーダー育成事業

　　（国１０／１０）
7,500 



県内いずれの高等学校に進学した生徒に対しても、生徒一人一人の個性や実情に応じて「多様な学習ニー
ズへの対応」が可能となるよう、遠隔教育や通信教育等を積極的に活用し、「共通性（柔軟で質の高い学
び）を確保するための教育課程」に関する調査研究を行うための域内の学校間ネットワークを構築する。

事業の目的

⑴ 事業内容

⑵ 事業の仕組み 県

⑶ 成果指標 遠隔授業や通信教育を通して「自ら学ぶようになった」と回答した生徒の割合
令和５年度 66.4％ → 令和８年度 100.0％

事業の概要

「ひなたの学び」ハイスクール・ネットワーク構築事業新

令和６年度～令和８年度事業の期間

高校教育課 ６，８２６千円
【財源：国庫】

① 遠隔教育（ライブ配信型）に関する取組み
● 柔軟で質の高い学びの機会の確保を目指した遠隔授業の実施

専門性の高い教員や外部有識者によるテーマ別授業（地歴、情報）
県内外の文化施設等と連携したテーマ別授業（理科、芸術）

●学校・学科の垣根を越えた「探究的な学び」の機会の拡充
多様な生徒と教員、外部有識者によるオンライン探究フォーラム
（総合的な探究の時間）

② 通信教育（オンデマンド配信型）に関する取組み
●多様な学習ニーズに対応する「学びのコンテンツ」の開発

高い指導力を有する教員によるオンデマンド型セミナー（教科別講座）
民間と連携したオンデマンド型セミナー（各種検定、公務員試験）

●単位の履修・修得に関する研究
多様なメディアを活用した通信教育に関する研究（通信制高校と連携）
不登校支援を想定した通信教育に関する研究
（県教育支援センターと連携）



次世代農業に対応できる人材を育成するために、高鍋農業高等学校において有機農業に関する教育の充実
と推進を図る。

事業の目的

⑴ 事業内容
① 有機農業教育実習農場等整備事業 ４，５７９千円

有機農業の実践および有機JASを認証取得するために必要な実習農場の整備を行う

② 有機農業教育研修事業 １，５０９千円
ア）指導者確保および育成

有機農業指導員等の外部指導者を確保するとともに、教職員の指導力向上に必要な研修を行う
イ）先進取組事例研究

有機農業に先進的に取り組んでいる事例について研究を行う（外部講師招聘、視察研修）

⑵ 事業の仕組み
①②県

⑶ 成果指標
・園芸科学科実習農場において有機JAS認証を新規取得する（令和６年度）
・有機農業に関する研修（視察研修、講習会等）の実施回数 令和５年度 １回 ⇒ 令和６年度 １０回

事業の概要

高校生有機農業実践事業新

令和６年度事業の期間

高校教育課 ６，０８８千円
【財源：国庫】



産業界等との連携体制を構築・強化することによって、グローカルな視点をもった持続的な食料・農業に
関する学びを充実させ、持続可能な食料システムの構築に貢献できる次世代リーダーを育成する。

事業の目的

⑴ 事業内容
農林水産省「みどりの食料システム戦略」の４分野（調達・生産・加工流通・消費）における産学官連

携型の教育プログラムを開発する。
①地域をフィールドとした学び

ア）最新・最先端技術研修
イ）全学科横断・協働型探究学習

（例）・持続的な食料システムを実現するためのPBL
・農水省「みどり戦略学生チャレンジ」への取組

②グローバルな視点の学び（ヨーロッパ）
ア）海外の農業・流通・食文化に関する学習
イ）海外の学校との姉妹校締結による国際交流

⑵ 事業の仕組み
県

⑶ 成果指標
・専門の学びを活かした進路を選択する卒業生の割合

令和３～５年度平均 ４６％ →  令和７年度 ７０％

事業の概要

持続的な食料システムを担う次世代リーダー育成事業新

令和６年度～令和７年度事業の期間

高校教育課 ７，５００千円
【財源：国庫】

高い専門性と幅広い視点を備えた、
農業や食料の持続性を創造できる人材

海外の学び

大学、関係機関、産業実務家等

連 携 連 携

農業 食

地域での学び

環境工学

生活文化

食品工学 生産流通

生物工学宮崎農業高校

持続可能な食料システム構築の実現へ！！



【議案第１号】令和６年度宮崎県一般会計補正予算（第１号、繰越明許費の追加）

（単位：千円）（１） 繰越明許費（追加）

金 額事 業 名項款課名

491,000練習環境整備事業保健体育費教育費スポーツ振興課

491,000計１事業

スポーツ振興課



⑴ 改正の理由

スポーツ振興課

⑵ 改正の内容

令和９年度に本県で開催される第８１回国民スポーツ大会・第２６回全国障害者ス
ポーツ大会に向け、県が整備を進めている宮崎県プール、宮崎県山之口陸上競技場及
び宮崎県山之口投てき練習場（以下「プール等」という。）について、教育関係の公
の施設としての使用料を定めるなど関係規定の改正を行うもの。

【議案第７号】 教育関係使用料及び手数料徴収条例の一部を改正する条例

① 利用者が使用料を納める公の施設として、プール等を追加する。【第２条】

② プール等の使用料として、別紙１、２の金額等を追加する。【別表第１】

⑶ 施行期日

公布の日から起算して１年を超えない範囲内において規則で定める日。



プール使用料（利用料金）一覧 別紙１





陸上競技場及び投てき練習場使用料（利用料金）一覧 別紙２





⑴ 改正の理由

スポーツ振興課

⑵ 改正の内容

令和９年度に本県で開催される第８１回国民スポーツ大会・第２６回全国障害者ス
ポーツ大会に向け、県が整備を進めている宮崎県プール、宮崎県山之口陸上競技場及
び宮崎県山之口投てき練習場（以下「プール等」という。）について、教育関係の公
の施設として定めるなど関係規定の改正を行うもの。

【議案第９号】 教育関係の公の施設に関する条例の一部を改正する条例

① 教育関係の公の施設として、プール等を追加する。【別表第１】
② 指定管理者に管理を行わせることができる教育関係の公の施設として、プール

等を追加する。【別表第２】
③ 指定管理者に収受させることができるプール等の利用料金の基準として、別紙

１、２の金額等を追加する。【別表第３】

⑶ 施行期日
公布の日から起算して１年を超えない範囲内において規則で定める日。ただし、附

則第２項の規定は公布の日。

⑷ 準備行為
指定管理に関し必要な行為は、この条例の施行前においても行うことができる。

【附則第２項】


